
※所得割：世帯内の国保加入者全員の令和4年中の基準総所得金額に乗ずる

※県が財政運営の主体となるため、交付金は全て県から交付

市の特別の事情に応じて交付される

(3)都道府県繰入金(2号分)（1.6億）

(4)特定健康診査等負担金（0.2億）
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市

県
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■ 医療費適正化、情報発信

特定保健指導

県 （34.1%）（30.5%）

特定健診

芦屋市国民健康保険事業 説明資料《令和6年度》

被保険者数及び加入率の推移（各年度3月末）

国保加入状況

歳入
97.7億

歳出
95.9億

歳 入

   被保険者数 　15,533人（16.6%）
　加入世帯数 　10,887世帯（24.0%）
（人口 93,525人　世帯数 45,332世帯）

令和6年度決算

　平成30年度より市町は、県が保険給付
費の見込みから公費等を控除した額に、
各市町の医療費水準、所得水準を考慮し
決定した納付金（国民健康保険事業費納付
金）を県へ納めています。

　国や県からの補助金や負担金、前期
高齢者交付金等を県が取りまとめ、保険
給付費等交付金として交付されます。

歳 出

被保険者数の推移

　被保険者数及び加入率は減少傾向が続いて
おり、65歳以上の加入率は高止まりしていま
す。

■ その他・・・データヘルス計画に基づく事業実施・評価、人間ドック助成など

(2)特別調整交付金（0.2億）

①平等割(1世帯)

 「後発医薬品の使用促進」や「生活習慣病の重症化予防」により、医療費の適正化を図り，
保健事業や健康づくりに関する情報を発信していく。

20,460円
（21,900円）

33,480円
（33,720円）

納付書納付（コンビニ納付含む）、口座振替、年金特別徴収、ペイジー（ネットバンキン

グ）、スマートフォン決済

7,680円
（7,920円）

11,520円
（11,640円）

■ 一人当たりの医療費（前年比）

★国保事業特別会計基金残高は約4.3億円

（　）は令和5年度の料率■ 保険料計算方法【令和6年度】

③所得割※

7.8%
（7.8%）

後期支援金分

　40歳以上の被保険者に対し、メタボリックシンドロームに着眼した健診を実
施し、健診結果から生活習慣病（糖尿病等）の発症リスクが高く、生活習慣病の
改善必要な方へ専門職が生活習慣改善のためのサポートをしている。

■ 特定健康診査・特定保健指導の実施

■ 収納状況（昨年度比）

②均等割(人数)

■ 収納方法

介護納付金分
5,880円

（6,360円）
12,960円

（13,200円）
　特定健診結果が一定基準以上の要医療者のうち、医療機関未受診者へ受診勧奨通知を送
付し、そのうち糖尿病重症化リスクが高い医療機関未受診者へは訪問等による保健指導を
行う。また、過去に糖尿病の治療をしていたが、現在は治療を中断している方にも訪問等
の保健指導も行う。

限度額

6５0,000円
（650,000円）

医療給付費分

R7年3月診療分

※県の数値はR5実績

3.1%
（3.1％）

3.0%
（3.0％）

240,000円
（220,000円）

170,000円
（170,000円） ★所得額による

　軽減や減免制
　度あり

後発医薬品
（ジェネリック）

■ 生活習慣病の重症化予防（未治療者支援）

年間保険料

①②③の合計

使用率

84.0%

市

現年度　95.20％（0.52ポイント減）　 過年度  30.86％（0.64ポイント増）

保険者努力支援制度（令和6年度）

医療費総額及び被保険者一人当たり医療費の推移

令和7年11月27日

令和6年度実施率

■ 普通交付金（58.3億）

■ 特別交付金（2.3億）

(1)保険者努力支援分（0.3億）

■ 療養諸費の状況（前年比）

 (1)入院　　134,864円（0.006％減）

 (2)入院外　156,760円（2.7％減）

 (3)歯科　　  37,139円（1.8％増）

 (1)療養の給付費等　　　67.8億円（5.3％減）

 (4)高額介護合算療養費 　0. 018億円（40.6％増）

 (2)療養費　　　　　　　 0. 9億円（9.0％増）

 (3)高額療養費　　　　　 7. 2億円（3.6％減）

給付費(療養の給付)に要する費用に対して交付

１．芦屋市の状況

２．財政状況

３．各事業

保険料

交付金

給付費（医療費）

保健事業

国・県が市町へ 国保事業に要する費用を交付

健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図る

国保事業に要する費用を世帯主に賦課し、徴収する

病気やけがをした場合に必要な医療費を負担・支給する

（P13）

（P33～36）

（P27）

（P29）

（P33）

（P21,23）

（P33）

（百万円）
（円）

（P26）

（P24）

配点


